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手話通訳等が必要な場合には、来室前にご相談ください。

（ ）

困った時は専門の相談員が対応します

ご利用ください。※
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待合室での呼び出しについて
飲食店への入店拒否について
工場見学の拒否について
入浴施設の利用拒否について
不採用時の障害を理由とした正当な理由
入学試験の願書受付拒否について
車椅子使用者の電車利用への配慮について

アパート賃貸の手続きについて

どんなことでも相談してください

障害者に関するマーク等
 

⑧ 耳マーク⑦ ほじょ犬マーク

③ 聴覚障害者標識② 身体障害者標識① 障害者のための国際シンボルマーク
  ⑥ ハート・プラスマーク       ⑤ オストメイトマーク ④ 盲人のための国際シンボルマーク

⑩ ヘルプマーク ⑨ 障害者雇用支援マーク

障害者権利条例・障害者差別解消法の講師派遣

　本県では、平成27年４月から「障害のある人もない人も共に歩み
幸せに暮らすための茨城県づくり条例（障害者権利条例）」が施行
されており、平成28年４月からは「障害を理由とする差別の解消の
推進に関する法律（障害者差別解消法）」も施行されました。
　この条例により、 障害を理由とした差別を解消するための体制と
して「障害者差別相談室」が設置され、差別に関する相談対応や、
情報提供、関係者間の調整等を実施しています。
　条例施行後からこれまでに、差別相談室への相談もたくさん寄せら
れました。
　障害を理由とした差別とはどのようなものか、どのようなことが
原因であったのか等、各ケースをご覧いただき少し考えてみましょう。

障害を理由とした差別に関する相談事例集

　対応・結果については、具体的
な場 面 や状 況 、障 害の程 度 等
さまざまな要因により、両者の対話
の中から導き出されるものである
ため、個々のケースにより判 断
が異なりますのでご注意ください。

　 各ケースについては、例であ
り実 際 にあった 相 談 内 容とは
異なる場合があります。

令和4年9月

作成：茨城県福祉部障害福祉課

働く環境の配慮について
避難する時の誘導支援について
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「障害者差別解消法」「障害者権利条例」
 に関する関係機関
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交通事業者（観光バス等）の問合せ対応について
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　障害者差別解消法・障害者権利条例は、障害の有無によって分け隔てられる
ことなく、 誰もがお互いの個性と人格を尊重し支え合う社会をつくるために定め
られました。 
　特に、条例では、 「障害者等に対する不当な差別的取扱い」 と 「合理的配
慮をしないこと」を差別と規定し、 行政機関や事業者に対し、 それぞれの
立場において差別解消に取り組むことを求めております。

　正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒
否したり、条件を付け、制限すること等により、障害者の権利利益を侵害す
ることが、障害を理由とした不当な差別に当たります。

法令等の概要

不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供

　合理的配慮とは、障害のある方から、社会的障壁（社会の中にあるバリア）
を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた場合、
負担が重すぎない範囲で対応することをいいます。

～社会的障壁を取り除くために～
　社会的障壁とは、障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上
で妨げとなる社会の仕組み（事物、制度等）を指します。社会的障壁
に気づくことができれば、それを取り除くための具体的な行動を引き
起こすことができます。自身の周囲に気を配り、多様な人々の困りごとを察
知できる力を養いましょう。

〈不当な差別的取扱いの例〉
飲 食 店 などで 入 会 窓 口 などで

スポーツクラブやカルチャーセンターに
入会を申し込んだ。
障害があることを伝えたら、そのことを
理由に入会を断られた。

車いすで（盲導犬を連れて）レストランや
飲食店に入ろうとしたら、断られた。

駅 などで 避 難 所 などで

駅でどの電車に乗れば目的地に行けるか
尋ねたが、わかりやすく説明してもらえな
かった。　　

災害時の緊急案内が音声でしか提供
されなかったので、どうすればよいのか
わからなかった。

例  街中の段差
3cm程度の段差
で車椅子は進め
なくなります。

例  ホームページ
全てが画像だと
読み上げソフトは
機能しません。

① 社会における事物（通行、利用しにくい施設、設備など）

② 制度（利用しにくい制度など）

③ 慣行（障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など）

④ 観念（障がいのある方への偏見など）

わ へだ

ごうりてきはい

〈合理的配慮を提供しないことの例〉

〈社会的障壁の例〉

ごうりてき は いりょ ていきょう

しょうがいしゃさべつかいしょうほう しょうがいしゃけんりじょうれい しょうがい う　む

だれ たが こせい じんかく そんちょう ささ あ しゃかい さだ

とく じょうれい しょうがいしゃなど たい ふとう さべつてきとりあつか

りょ さべつ きてい ぎょうせいきかん じぎょうしゃ たい

たちば さべつかいしょう と く もと

ほうれいとう がいよう

ふとう

せいとう りゆう しょうがい りゆう ざい かくしゅきかい ていきょう きょ

じょうけん せいげんつ など しょうがいしゃ け ん り り え き しんがい

しょうがい りゆう ふとう さべつ あ

ふとう れい

くるま もうどうけ ん つ

ことわい んしょくてん は い

に ゅう か い もう こ

しょう が い つ た

り ゆ う に ゅう か い こと わ

い んしょくてん に ゅう か い まどぐ ち

えき ひ な ん じ ょ

えき で んしゃ の もくて き ち い

た ず せ つ め い

さ い が い じ きん きゅうあ ん な い お ん せ い て い きょう

しゃかい じぶつ つうこう りよう しせつ せつび

せいど りよう せいど

かんこう しょう かた そんざい いしき ぶんか

かんねん しょう かた へんけん

れい まちなか だんさ

ていど だんさ

くるまいす すす

れい

すべ がぞう

よ あ

きのう

さべつてきとりあつか

ご う り て き は い り ょ ていきょう

ごうりてき は いりょ しょうがい かた しゃかいてきしょうへき しゃかい なか

と のぞ なん たいおう ひつよう い　し つた ばあい

しゃかいてきしょうへき と のぞ

ふたん おも はんい たいおう

しゃかいてきしょうへき しょうがい かた にちじょうせいかつ しゃかいせいかつ おく うえ

さまた しゃかい し     く じぶつ さ しゃかいてきしょうへき

き と のぞ ぐたいてき こうどう ひ

お じしん しゅうい き くば たよう ひとびと こま さっ

ちから やしな

さ べ つ て き と りあつか

しゃかいてきしょうへき れい

ひ

せいど など

ち

れい

かんしゅう 



　障害者差別解消法・障害者権利条例は、障害の有無によって分け隔てられる
ことなく、 誰もがお互いの個性と人格を尊重し支え合う社会をつくるために定め
られました。 
　特に、条例では、 「障害者等に対する不当な差別的取扱い」 と 「合理的配
慮をしないこと」を差別と規定し、 行政機関や事業者に対し、 それぞれの
立場において差別解消に取り組むことを求めております。

　正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒
否したり、条件を付け、制限すること等により、障害者の権利利益を侵害す
ることが、障害を理由とした不当な差別に当たります。

法令等の概要

不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供

　合理的配慮とは、障害のある方から、社会的障壁（社会の中にあるバリア）
を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた場合、
負担が重すぎない範囲で対応することをいいます。

～社会的障壁を取り除くために～
　社会的障壁とは、障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上
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窓口での対応について 待合室での呼び出しについて

○知的障害のあるAさんは、ある日、福祉サービスの利用申請をする

　ために市役所へ行きました。

○申請する場所がわからなかったので、 総合窓口の方に聞いたと

　ころ、詳しく説明してくれ、必要な窓口まで案内してくれました。

○窓口で順番を待ったあと、担当者ヘ利用したいサービスを伝えた

　ところ、申請に必要な書類の説明をされました。専門的な書類で

　複雑なものが多く、理解することができなかったため聞き直しま

　したが、担当者からわかりやすい言葉での説明をしてもらえず、

　利用を諦めることにしました。

○ 担当者は、Aさんに知的障害があることをわかっていな
　がら、丁寧な説明を行いませんでした。また、これにより、
　 Aさんが本来受けられるはずの福祉サービスを受ける
　 ことができませんでした。

○障 害のある方 から求められた内 容 が、本 来の業 務に伴うもので
　あって、実施することが過重な負担でない場合は、合理的配慮を
　提供する必要があります。

○今回のケースでは、ゆっくりわかりやすく説明
　し、 どこがわからないか確認したうえで、 説明
　することができていれば、問題とならなかった
　と考えられます。

○精 神 障 害（及び 発 達 障 害）のあるBさんとご 家 族 は、医 療 機 関で  
　受 診 するため、 待 合 室で 待っていました が 、 その日は、 受 診 者
　 がとても多く、 待ち時間が大変長くなっていました。
○Bさんは、 どのくらい待てば良いか理解できない不安から、 落ち着き
　がなくなり、騒ぐようになってしまいました。
○このことから、 ご家族はBさんが落ち着けるように別室を用意して
　もらえないかお願いをしました。しかし、その医療機関には空いて
　いる部屋がなく、用意することはできない状況でした。
○そこで、医療機関は、 用意することができない理由をご家族に丁寧
　に説明し理解を得ました。 また、 診察の順番が来たら電話で知ら
　せるので、 車で待っていただいても良いことを併せて伝えました。

○ 精神障害、発達障害という特性を理解したうえでの合理的
　 配慮を提供したケースです。 ご家族からは、 別室の提供を
　希望されましたが、実現されなかったため、替わりの案を伝え、
　 納得していただいた良い事例です。

○ご家族からの提案は実現できないことを説明し、  納得いただいた
　うえで、 その代替措置を提案することはとても大切なことです。
○今回のケースでは、 車で待っていただくことになりましたが、 診察
　の順番を早めるということも、合理的配慮の
　提供となります。
　合理的配慮は、具体的場面や状況に応じて、 
　手段・対応は異なりますので、まずは、両者で
　ゆっくり丁寧に話し合うことを第一に考えましょう。
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○窓口で順番を待ったあと、担当者ヘ利用したいサービスを伝えた
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　したが、担当者からわかりやすい言葉での説明をしてもらえず、

　利用を諦めることにしました。
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　がら、丁寧な説明を行いませんでした。また、これにより、
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　 ことができませんでした。

○障 害のある方 から求められた内 容 が、本 来の業 務に伴うもので
　あって、実施することが過重な負担でない場合は、合理的配慮を
　提供する必要があります。

○今回のケースでは、ゆっくりわかりやすく説明
　し、 どこがわからないか確認したうえで、 説明
　することができていれば、問題とならなかった
　と考えられます。
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○このことから、 ご家族はBさんが落ち着けるように別室を用意して
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飲食店への入店拒否について
○視覚障害のあるCさんは、盲導犬を連れて外出していました。喉が
　渇いたので、喫茶店に入ったところ、 店員から「犬が一緒では入店
　できませんので、店の外の席で飲むようにお願いします」と案内さ
　れ、店内の利用は拒否されてしまいました。
○納得のいかなかったCさんは、店や法人本部にも問い合わせ、事
　情を訴えるとともに、「障害者権利条例」に基づき設置されている
　「障害者差別相談室」からも、盲導犬の同行を差別しないよう店
　側を指導してほしいと相談しました。
○そこで、相談員が店を訪問し、盲導犬の同行に対する扱いについ
　て説明し、同様のことが起こらないよう、お願いをしました。

○ 盲導犬の同伴を理由として入店を拒否された「不当な差別的
　 取扱い」を受けたケースです。身体障害者補助犬法では「同
　 伴することを拒んではならない」と規定されています。

○このケースは、店のルールにより入店を拒否したものではなく、
　アル バ イト店 員 へ の 教 育 不 足 の た め に 、発 生し た 問 題 でし
　 た の で 、店 側 が 店 長 以 下 全 店 員 に 対 応 マ ニュアル の 周 知 を
　 徹 底しまし た 。

○入店できない正当な理由がある場合は、その
　理由について「少し詳しく」説明し、理解を得る
　ことが大切です。代替措置を検討できる場合
　は、方法について話し合いましょう。
　（例：満員である、店が狭く車いすを降りて椅
　  子に座ってもらえるか 等）

○視 覚 障 害 のあるDさん は 、盲 導 犬 を 連 れて地 域 の バスツアー に
　 参 加していました 。
　 工 場 見 学 の 入り口で、靴を履き替えようとしたところ、「 犬 の 同 伴
　 はできません」と言われ 、理由も告げられぬまま入り口で待たされ
　てしまいました。
○Dさんは、理由を担当者へ聞きましたが、納得のいく説明はしてもら
　えませんでした。結果として盲導犬は、バスで待機することになり、
　Dさんは、付き添いの人と入り口で靴を履き替え、白衣、マスク、キャップ 
　を身に付け、工場見学をしました。
○盲 導 犬 が 工 場 見 学を拒 否された正 当な理由が 知りたいと相 談 が
　ありました。

○ 身体障害者補助犬法では「同伴することを拒んではならない」
　 と規定されており、施設等に著しい損害が発生するおそれが
　 ある場合は、正当な理由を話さなくてはなりません。
　 ※20ページを参照

○このケースは、工場内の人毛や雑菌等の混入を防ぐため、見学時に
　靴の履き替え、白衣、マスク、キャップの装着がルールとなっており、
　衛生管理が徹底されている状況でした。
○工場では、視覚障害者による見学を想定して
　いなかったため、対応に時間が掛かってしまっ
　たうえに、同伴できない理由の説明もありませ
　んでした。このケースをきっかけに、工場では、
　目で見る物ばかりではなく、触ったり、香りを
　かいだりする工夫を約束してくださいました。
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入浴施設の利用拒否について 不採用時の障害を理由とした正当な理由
ケース 5 ケース 6

○ストーマ装具の装着をしている内部障害のあるEさんは、トレーニングを
　するため、スポーツジムの会員になっています。
○ある日、トレーニングをした後、汗を流すため、入浴してから帰ろうと思っ
　たところ、ジムの担当者から「それをつけている方は、お風呂を汚してし
　まうかもしれないので、入浴しないで欲しい」と言われてしまいました。
○説明しましたが、担当者に「聞いたこともない」と言われ、理解してもらえず、
　入浴することはできませんでした。

※ストーマとは
　消化管や尿路の疾患等により、腹部に便又は尿を排泄するために増設された
　排泄口のこと。　ストーマを持つ方をオストメイトと呼ぶ。 

○ストーマ装具の使用が衛生的に問題ないこと等、ストーマに対 
　する理解不足から発生した「不当な差別的取扱い」を受けたケ
　ースです。

問題点

相談室から・ ・ ・

問題点

相談室から・ ・ ・○ストーマ装具装着者であっても、ストーマ装具自体は清潔であり入浴
　は衛生上も問題ないことをスポーツジムに説明し、スポーツジムでの
　入浴ができることになりました。
○障害は種類が多くすべてを理解することは難しいのですが、障害の
　ある方 から説 明 があった際には、上 司に確 認する等 の 対 応を

してみてはいかがでしょうか。今回のケースで
あれば、問題にならなかったはずです。

○ 就 職 活 動 中で身体 障 害のあるFさんは、店 頭でバスの運 転 手    
　募集のチラシを見つけ、働いてみたいと感じ、面接の申し込み
　をしました。
○面接を実施したところ、障害があることを理由に断られました。
　 会 社 からは、断った 理 由として「 Fさんは 下 肢 に 障 害 があり、
　現在では運転できるバスがありません。そのため、今回は不採用
　とさせていただきます。」との説明があり、Fさんはその理由に
　納得したため、今回この会社への就職を諦めることにしました。

○事業者が、事業主の立場で労働者に対して行う障害を理由
　とする差別は「障害者雇用促進法」で禁止されています。 
　なお、今回のケースは「正当な理由」があったために障害
　のある方からの求めを断ったケースです。

○「正当な理由」により断る場合は、客観的に見て正当な目的のもとに行われ
　たものであり、やむを得ないと言える場合です。また、 障害のある方に理由
　を説明し、 理解を得ることが重要です。
○採用後に障害者であることを知った場合でも、障害
　の種類や程度、本人の希望等から、本人の能力に合
　った業務への変更を検討する等の配慮が求められ
　ます。話し合いの際には、障害に詳しい支援機関に
　相談することも検討してみてください。
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入学試験の願書受付拒否について 車椅子使用者の電車利用への配慮について
ケース 7 ケース 8

○身体障害のあるお子さんの保護者Gさんは、今年度高校受験をするため、
　お子さんと私立高校の入学説明会に参加し、障害があっても入学は可能
　ということを確認し、お子さんは受験に向け、勉強に取り組んでいました。
○ところが、願書の受付時期になると、障害を理由に受付を拒否されてしま
　いました。学校からは、「教員不足や災害時の支援体制、施設の不備等から、
　問題なく学校生活を送ることができるか不安である」との説明がありました。
○Gさんは、障害者差別相談室に対し、学校に合理的配慮を提供するよう
　説明して欲しいと相談しました。
○そこで、相談員と学校との話し合いの結果、学校は理解を示し、受験する
　ことができました。

○学校では、以前にも障害児を受け入れていましたが、今回の
　症状のある障害児を受け入れた前例がないため、受付を拒否
　してしまったとのことでした。このような場合、障害程度の説明等、
　両者の話し合いが何よりも大切です。

○入学説明会後に障害の程度について、学校と詳細な打合せをもつことが
　できれば、このケースは問題にならなかったと思われます。また、在学して
　いる中学校に協力を依頼しても良いでしょう。

○学校側の配慮はもちろん必要ですが、ご家族の方も、
　障害の程度や、どの程度の支援が必要か、どのような
　症状が想定されるか等、細やかな説明をする必要が
　あります。そのためにも、話し合いの場をもつことが
　重要です。

○身体障害（肢体不自由者）のあるHさんは、国体の選手に選ばれ、競技の
　強化練習に参加することになりました。練習施設からの帰宅時に、改札口
　から反対のホームまで跨線橋を渡る必要がありましたが、人手不足を
　理由に断られました。
○帰宅時は、練習施設から一駅隣の駅を利用することを提案されましたが、
　電車料金に加え、タクシー代も負担することになり、「施設に入所しており、
　経済的に苦しいため、何とかならないか」との相談がありました。

○差別相談室の相談員が交通機関の問合せ窓口に連絡し、事実関係
　を確認したところ、「練習施設の最寄駅の駅員は1人しか配置されて
　おらず、対応は難しい」とのことでした。

○最終的に同交通機関の支社と話し合いをしたところ、「一度、帰宅路と逆
　方向の一駅先に向かい、反対のホームに乗り換えるのはどうか」との提案
　がありました。「一つ先の駅にはエレベーターが各ホームに設置されて
　おり、駅員も複数人いるため、誘導対応することができる」「帰宅時に駅員
　が対応し、事前に一つ先の駅に連絡することで利用時のトラブルを避け
　ることができる」「１区間の利用料金は無料にする」とのことで、このよう
　な合理的配慮から相談者の理解を得ることができ
　ました。
○話し合いの結果、交通機関からの代替手段の提案
　（合理的配慮の提供）　につながったケースです。
　両者の丁寧な話し合いの大切さがよくわかります。
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入学試験の願書受付拒否について 車椅子使用者の電車利用への配慮について
ケース 7 ケース 8
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交通事業者（観光バス等）の問合せ対応について アパート賃貸の手続きについて
ケース 9 ケース 10

問題点

相談室から・ ・ ・

問題点

相談室から・ ・ ・

○聴覚障害のあるIさんは、交通事業者に対し、事業者HPのQ&A料金
　割引について問合せをしたところ、障害者というだけで話を聞いても
　らえませんでした。「この事業者は『差別解消法の趣旨』、『合理的配慮
　の提供』への理解が足りていないので、よく周知してほしい」との相談
　がありました。
○差別相談室の相談員が事業者を訪問し、事実関係を確認しました。 
　面談した職員からは「対応した職員は障害者＝身体的介助が必要
　な方と思い込み、介護資格者が不在のため、他事業者を案内して
　しまった」「障 害 の 内 容 等を丁 寧に確 認したうえで 対応すべきだ
　ったと反省している」との話がありました。

○問合せに対応した職員が、障害に関する知識や合理的配慮の

　提供への理解が不足していたために、丁寧な説明をしなかった

　合理的配慮の不提供のケースです。

○このケースでは、障害者差別解消法等への理解を深めてもらうため、

　事業者に対し、交通機関における対応事例等を説明し、職員への周知

　徹底をお願いしました。

○周知に不安があったり、職員一人ひとりに周知す

　ることが困難な場合には、出前講座等を利用する

　のも良いでしょう。県でも「講師等派遣」を行って

　いますので活用してください。（18ページを参照）。

○身体障害のあるJさんは、地域移行支援により1人暮らしを始めることに
　なりました。
○自分の住みたい所に、素敵なアパートがあったので、さっそく不動産会社
　を訪れ、入居の手続きを始めることにしました。
○不動産会社では、家賃が必ず支払われるように、入居する全ての方に、
　保証会社への加入を義務づけていました。
　もちろん、Jさんも保証会社へ加入することが必要になります。
○保証会社へ加入するには、その会社の審査に合格する必要がありますが、
　Jさんはその審査に落ちてしまいました。もしかしたら、障害者だから差別
　され、落とされたのではないかという不信感をもってしまいました。

○Jさんが「障害があるから審査に落ちたのではないか。」と疑問をもった
　ケースです。一般的に保証会社の結果に対する理由は公表されないと
　のことですので理由は不明ですが、今回のケースでは、Jさんの収入に
　対し家賃が高額であったため、審査で落ちてしまったと考えられます。

○障害を理由に、入居を拒否することや、説明もない場合は「不当
　な差別的取扱い」に該当する場合があります。賃貸物件の規模や
　設備の配置上、入居が不可能な場合、丁寧に理由を説明する
　ことが大切です。
○保証に関する審査等では、家族や関係者の
　サポート体 制 が 証 明できれば 審 査 が 通る
　ケースもあるとのことなので、詳しく話し合
　える場を設けることも大 切です。

きゅう じゅう

こ う つ う じ ぎょうしゃ かんこう とう といあわ たいおう

ちょうかくしょうがい こ う つ う じ ぎょうしゃ たい じぎょうしゃホームページ キューアンドエーりょうきん

といあわ しょうがいしゃ はなし き

じ ぎょうしゃ さ べ つ かいしょうほう し ゅ し ご う り て き はいりょ

ていきょう り か い た しゅうち そうだん

さ べ つ そうだんしつ そうだんいん じ  ぎょうしゃ ほうもん じ じ つ かんけい かくにん

めんだん しょくいん たいおう しょくいん しょうがいしゃ しんたいてきかいじょ ひつよう

かた おも こ か い ご し か く し ゃ ふ ざ い た じ  ぎょうしゃ あんない

しょうがい ないようとう ていねい かくにん たいおう

はんせい はなし

といあわ たいおう しょくいん しょうがい ち し き ご う り て き はいりょ

ていきょう り か い ふ そ く ていねい せつめい

ご う り て きはいりょ ふていきょう

もんだいてん

そ うだ んしつ

もんだいてん

そ うだ んしつ

しょうがいしゃ さ べ つ かいしょうほうなど り か い ふか

じ  ぎょうしゃ たい こうつう き か ん たいおう じ れ い など せつめい しょくいん しゅうち

ねが

しゅう ち ふ あ ん しょくいん ひ と り しゅうち

こんなん ば あ い で ま え こ う ざ など り よ う

よ けん こ う し とう は け ん

かつよう さんしょう

わりびき

てってい

ち ん た い て つづ

しんたいしょうがい ち い き い こ う し え ん ひ と り ぐ はじ

じ ぶ ん す ところ す て き

おとず にゅうきょ て つ づ はじ

ふ ど う さ んがいしゃ

や ち ん かなら し はら にゅうきょ すべ かた

ほしょうがいしゃ かにゅう ぎ む

ほしょうがいしゃ かにゅう ひつよう

ほしょうがいしゃ かにゅう かいしゃ し ん さ ごうかく ひつよう

し ん さ お しょうがいしゃ さ べ つ

お ふ し ん か ん

しょうがい し ん さ お ぎ も ん

いっぱんてき ほしょうがいしゃ けっか たい り ゆ う こうひょう

り ゆ う ふ め い こんかい しゅうにゅう

たい や ち ん こうがく し ん さ お かんが

しょうがい り ゆ う にゅうきょ き ょ ひ せつめい ば あ い ふ と う

さ べつてきとりあつか がいとう ば あ い ちんたいぶっけん き ぼ

せ つ び はいちじょう にゅうきょ ふ か の う ば あ い ていねい り ゆ う せつめい

ほしょう かん し ん さ とう か ぞ く かんけいしゃ

たいせい しょうめい し ん さ とお

くわ はな あ

ば もう たいせつ

たいせつ

ふ ど う さ んがいしゃ

おこな

かん



交通事業者（観光バス等）の問合せ対応について アパート賃貸の手続きについて
ケース 9 ケース 10
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ケース 11 ケース 12

避難する時の誘導支援について 働く環境の配慮について
○聴覚障害のあるKさんは、音をまったく聞くことができません。ある 日、買い
　物のため近所のデパートに外出したところ、そのデパートで火災が
　起きてしまいました。
○デパートでは、火災発生を知らせる放送、職員による避難誘導が行われて
　いましたが、Kさんには何が起きているのか分かりませんでした。Kさんは、
　周りの人が慌てている様子から、何か発生したのだと感じ、通り過ぎる人
　に声をかけて、筆談で今の状況について教えて欲しいと求めましたが、
　求めには応じてもらえませんでした。
○困っている様子のKさんに気付いてくれた人が、Kさんの肩をたたき、
　今の状況を簡単に筆談で教え、フロアの地図を利用し道案内したうえ
　で、避難場所まで誘導してくれました。この人のおかげでKさんは無事
　避難することができました。

○施設からの災害情報を音声のみに頼っていたため、聴覚障害
　のある方に情報が伝わらなかったケースです。情報の 発信方
　法について、検討する必要があります。

問題点

相談室から・ ・ ・

問題点

相談室から・ ・ ・

○電光掲示板や文字で状況を示せる設備の設置を検討することが求め
　られます。また避難所では災害の状況を的確に判断するのが困難な
　ため、絵、図、文字を組み合わせる等、分かりやすい言葉で状況を説明し、
　トイレの位置等を伝える必要があります。
○災害時等においては、どうすれば良いかわからない人や、思うように行動

に移せない人がいる場合があります。障害者本人から
の意思の表明の有無に関わらず、自主的な支援を
心がけましょう。
○障害のある方はヘルプマークを身に付けることで
　周りからの助けを求めることができます。

（※21ページ参照）

○ 精神障害のあるLさんは、障害者雇用枠でファミリーレストランの 
　ホールウエイターとして働き出して1年が経過しました。最近ホール
　の責任者が変わり、障害に対しての理解や配慮のない対応を受ける
　ようになってしまいました。
○Lさんは体力がなく、長時間の勤務は困難なこと、睡眠障害もある
　ため早番の勤務が難しいということで医師の診断書を提出して
　いるにも関わらず、理解が得られなく、早番の勤務を命じられたり、
　疲れからのミスをすると罵声を浴びせられたりするようになって
　いました。
○職場の上司支配人に改善を求めたところ、対応を検討してくれる
　ことになりました。対応方針について、差別相談室に助言を求める
　依頼がありました。

○Lさんは精神障害があり、採用時には自分の障害のこと
　を伝え、配慮してもらっていましたが、現場の責任者が
　変わったことにより、今までしてもらっていた配慮をして
　もらえなくなりました。

○今回のケースは、精神障害のある方が職場での勤務を続けるにあたり、
　職場の管理者が、障害者差別解消法等の制度や合理的配慮の内容を
　相談室と一緒に確認し、対応を考えたケースです。
　「シフトを体調に合わせて柔軟に組む」、「本人の
　状況に応じて業務量を調整する」等の配慮に努
　めることとなり、Lさんは就労の継続が可能にな
　りました。
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どんなことでも相談してください。
茨城県障害者差別相談室がご相談にのります。

茨城県では、障害を理由とした差別を解消するために、「茨城県障
害者差別相談室」を設置しています。専門の相談員が皆様のもとに
伺い、差別に関するご相談にのらせていただきます。
皆様と相手方に立って、事実をきちんと調査し、合理的配慮の提供
についてご提案します。相談いただいた際のプライバシーは守られ
ますので、安心してご相談ください。また、ご本人だけでなく、
ご家族等の相談も承ります。

【茨城県障害者差別相談室】
○ 所在地：セキショウ・ウェルビーイング福祉会館
　　　　　（茨城県総合福祉会館）2階　水戸市千波町1918
○ 相談員：3名
○ 受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:00
○ 電話：029-246-6049　FAX：029-246-6048

県では、県民一人ひとりの皆様に、「障害者差別解消法」、「障害者権利条例」に

ついてご理解いただくため、各種の研修会等で説明させていただく「講師等派遣」

に取り組んでいます。皆様の職場研修や学習会等にどうぞご活用ください。

2  派遣の申込等 

●派遣講師等　　県福祉部障害福祉課の担当職員や相談員を派遣します。
●講義時間　　　ご依頼者様のご都合の時間で対応いたします。（30分～60分程度）
●講義内容　　　障害者差別解消法や障害者権利条例、さらに具体的な相談事例や合理
　　　　　　　  的配慮等幅広く説明いたします。
●派遣対象　　　県内に所在する企業、行政機関、団体の方等（任意のサークルも含みます。）
●派遣経費　　　無料です。（講師等の人件費及び旅費は、県が負担します。）

●申込先　電話、メール等により下記連絡先まで、お申し込みください。

●派遣決定　　担当職員等の日程調整を行ったうえで、ご依頼者様あて連絡いたします。
ご不明な点等がございましたら、お気軽に上記お問い合わせ先までご連絡ください。

【 提 出・問い合 わせ先 】
茨城県福祉部障害福祉課企画グループ
住所：〒310-8555 　水戸市笠原町978番6
TEL：029-301-3357
FAX：029-301-3370
E-mail：shofuku-kikaku@pref.ibaraki.lg.jp

「障害者差別解消法・障害者権利条例」
について説明させていただきます！

1  講師等派遣の概要 
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障害者に関するマークをご存知ですか

障害者のための国際シンボルマーク

聴覚障害者標識（聴覚障害者マーク）

身体障害者標識（身体障害者マーク）

盲人のための国際シンボルマーク

障害者が利用できる建物、施設であるこ
とを表す世界共通のシンボルマークです。

肢体不自由の方（免許条件）が運転する
車に表示するマークです（努力義務）。

聴覚障害の方（免許条件）が運転する車
に表示するマークです。

信号機等視覚障害者の安全やバリアフリー
の建物、設備等に付けられた、盲人のため
のマークです。

オストメイトマーク ハートプラスマーク

人工肛門・人工膀胱を増設している方　
（オストメイト）のための設備があること
を表すマークです。

耳マーク

聞こえない方や聞こえにくい方への配慮
を表すマークです。

ほじょ犬マーク

身体障害者補助犬同伴の啓発のための
マークです。

〈身体障害者補助犬法〉
身体障害者補助犬法では、施設等に著し
い損害が発生するような、やむを得ない
場合を除き、飲食店、商業施設、病院等の
不特定かつ多数の方が利用する施設では、
同伴することを拒んではならないと、規
定されています。施設等に著しい損害が
発生する恐れがある場合は、正当な理由
を話さなくてはなりません。

身体内部に障害がある方を表すマークです。
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この冊子は、多機能型事業所 Zero Pointで作成しました。
ものづくり部門

障 害 のある方に配 慮した施 設であることや、それぞれの身 体 状 況に
ついて分 かりやすく表 示するため、様々なマークや表 示 があります。
マークの意味を正しく理解し、思いやりのある行動をお願いいたします。

ヘルプマーク 

外見から分からなくても援助や配慮を必
要としている方（聴覚障害、内部障害等）
が、周囲の方に配慮等を必要としている
ことを知らせることができるマークです。

障害者雇用支援マーク 

障害者の在宅就労支援や障害者就労支援
を認めた企業等に対して付与する認証
マークです。

※この小冊子を受け取った日を記録しておきましょう！
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〈公共交通機関をご利用の場合〉
JR水戸駅北口6番乗り場より、関東鉄道バスで約20分「県福祉会館前」下車
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手話通訳等が必要な場合には、来室前にご相談ください。

（ ）

困った時は専門の相談員が対応します

ご利用ください。※
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